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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年３月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年７月１１日 ０３時３０分ごろ 

発生場所 北海道せたな町久遠
く ど う

漁港南西方沖 

 久遠港島防波堤西灯台から真方位２２０°５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４２°０９.３′ 東経１３９°４５.４′） 

事故の概要  漁船第八幸
こう

栄
えい

丸は、北東進中、また、漁船第五十三萬
まん

漁
りょう

丸は、漂

泊中、両船が衝突した。 

 第五十三萬漁丸は、船長が負傷し、左舷船尾部に破口等を生じ、ま

た、第八幸栄丸は、球状船首部等に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年７月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第八幸栄丸、７.９トン 

   ＨＫ２－２２３１４（漁船登録番号）、個人所有 

   １３.５１ｍ（Lr）×３.５８ｍ×１.２９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４３３.９５kＷ、平成３年５月１１日 

   第２０２－３７４９号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 第五十三萬漁丸、４.７トン 

   ＨＫ３－９５４３５（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.８８ｍ（Lr）×２.８０ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２５０.０７kＷ、昭和５８年１１月２２日 

   第２０２－６１２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

    免許登録日 昭和５８年４月２８日 

    免許証交付日 平成２３年５月３０日 

           （平成２９年５月２８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

    免許登録日 昭和５０年２月７日 

    免許証交付日 平成２６年８月２０日 

           （平成３１年１２月１３日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 球状船首部等に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部に破口等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人が乗り組み、北海道奥尻島の南東方

７Ｍ付近の漁場でいか
．．

一本釣り漁を終え、久遠漁港へ向けて約１０ノ

ットの対地速力で北東進した。 

 船長Ａは、操舵室で自動操舵により単独で操船に当たっていたと

き、３Ｍレンジとしたレーダーにより、周囲に他船を認めず、また、

目視で陸岸の明かりを認めたものの、前方に他船の灯火を見掛けなか

ったので、少しの間なら操舵室を離れても航行に支障ないものと思

い、平成２８年７月１１日０３時００分ごろ操舵室後方の船員室に赴

いて甲板員と共に食事を始めた。 

 船長Ａは、当初、食事を終えたらすぐに操舵室に戻るつもりでいた

ものの、食後も甲板員との会話を続け、０３時３０分ごろ、異音が聞

こえるとともに船速が急に落ちたように感じて船員室を出たところ、

Ｂ船が至近に見えたのでＡ船とＢ船とが衝突したことに気付いた。 

 Ａ船は、船長Ａが船長Ｂと話し合った後、Ｂ船と共に自力で久遠漁

港に戻った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、久遠漁港南西方５Ｍ付近の漁場

で、いか一本釣り漁を行いながら船首を北西方に向けて機関を中立運

転とし、シーアンカーを入れて漂泊していた。 

 船長Ｂは、４Ｍレンジとしていたレーダーにより、Ｂ船の西方１Ｍ

付近に操業中の僚船１隻のほか、周囲に数隻の僚船を認めたが、航行

中の他船を認めなかったので、０２時３０分ごろ、釣り糸を降ろした

状態を続けながら前部甲板で漁獲物の箱詰め作業を開始した。 

 船長Ｂは、前部甲板で作業を続けていたところ、突然衝撃により転

倒し、Ａ船の船首部がＢ船の左舷船尾部に衝突していることに気付い

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂが携帯電話で僚船に連絡し、損傷状況を確認して船

長Ａと話し合った後、Ａ船と共に自力で久遠漁港に戻った。 

 船長Ｂは、水揚げ後、病院で診察を受けたところ、全身打撲、頚椎

捻挫等と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、本事故時、法定灯火を表示するとともに操舵室上部及び船

尾部に作業灯を点灯していた。 

 船長Ａは、Ｂ船の集魚灯が明るい白色灯火ではなかったせいか、陸

上の灯火と重なって見落としたのではないかと本事故後に思った。 
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 Ｂ船は、本事故時、法定灯火を表示するとともに赤色及び白色の全

周灯並びに集魚灯を点灯していた。 

 船長Ｂは、ふだん、甲板上で箱詰め作業を行っている際、時々目視

で周囲の見張りを行っていたものの、本事故当時は、４Ｍレンジのレ

ーダーで航行中の他船を認めなかったので、その後、周囲を確認する

ことは行っていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、久遠漁港南西方沖を同漁港へ向けて北東進中、船長Ａが、

操舵室を無人の状態として見張りを行っていなかったことから、前路

で漂泊中のＢ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、少しの間なら操舵室を離れても航行に支障ないものと思

い、船員室で食事をとった後も甲板員との会話を続けていたものと考

えられる。 

 Ｂ船は、久遠漁港南西方沖で漂泊中、船長Ｂが、前部甲板で漁獲物

の箱詰め作業を続け、見張りを適切に行っていなかったことから、左

舷方から接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

 船長Ｂは、航行中の他船はいないものと思い、前部甲板で漁獲物の

箱詰め作業を続けていたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、久遠漁港南西方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ

船が漂泊中、船長Ａが、操舵室を無人の状態として見張りを行ってお

らず、また、船長Ｂが、漁獲物の箱詰め作業を続け、見張りを適切に

行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、操舵室を離れずに目視による見張りのほか、レーダー

を有効利用するなどして常時適切な見張りを行うこと。 

 ・漂泊して操業中であっても、時々目視による見張りのほか、レー

ダーにより周囲を確認するなどして常時適切な見張りを行うこ

と。 
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付図１ 事故発生経過概略図 


